
 
 
 
 
 
 
 
 

 

独創的なアイデアや技術力等を活かし、概ね１年以内に開発、製品化した新製品を募集し、 
優秀と認めるものを「金沢かがやきブランド」として認定します。 
 
認定を受けると・・・ 

■認定製品の販路開拓を支援するため奨励金（大賞50 万円、認定10 万円）を交付します 
■金沢かがやきブランド認定製品ロゴマークを使用することができます 
■ホームページ等で製品を紹介します 

このほか、認定製品の販路開拓に向け、 
■見本市出展、マーケティング調査、広報に係る費用を対象にした補助制度を利用できます 
■専門家によるアドバイスが受けられます 

 
対象企業・団体 

引き続き 1 年以上、金沢市内に主たる事業所等を有し、市税の滞納がない、 
次のいずれかに該当する者または団体 

１．製造業※または情報サービス業に属する事業を営むもので、 
市内に当該事業の主たる事業所もしくは生産施設を有する中小企業者 

２．市内に主たる事務所を有する中小企業団体または異業種交流団体 
（ただし、構成員のうち、市内で事業を営むものの数が２分の１以上の団体） 
※ 自ら製造した製品を店舗によりその場で販売する製造小売は小売業に該当し、対象となりません。 

対象製品 
概ね１年以内に、次のいずれかに該当する研究開発により製品化した新製品 

１．機械器具または装置の新規開発 
２．新物質または新材料の開発・利用 
３．新システムまたは新工法の開発 
４．生産、加工または処理のための新技術の開発 
５．新規性、市場性の高いパッケージソフトウェアの開発 
６．新デザインの開発 
７．その他技術力または独自性及び新規性の高い新製品の開発 

 
認定区分 

次の４部門ごとに審査し、各部門から１製品程度、認定します。 
①機械部門、②情報部門、③食品部門（飲食店で提供するメニューは除く）、④生活関連部門 

 
募集期間   

平成 30 年４月 16 日（月）～ 平成 30 年６月 15 日（金）17:00 必着 

詳しくは金沢市公式ホームページにてご確認ください。 

申込・問い合わせ 金沢市 経済局 商工業振興課 
〒920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号 

                 TEL：076(220)2205 FAX：076(260)7191 

          E-mail：syoukou@city.kanazawa.lg.jp 

金沢かがやきブランド 
候補製品を募集します！ 


